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はじめに

新疆ウイグル自治区は、中国西北部辺境に位置する中国最大の省区であり、800万以

上の人口規模をもつウイグル人を主な居住者としている。ウイグル人はトルコ系の言

語・文化をもち、全民族的にイスラムを信仰する少数民族である。漢族の大量移住によ

り新疆ウイグル自治区におけるウイグル人の人口比率は低下しているものの、南部新疆

のオアシス地域においては集中居住し、その自律的な社会と言語・文化的独自性を保持

してきた。また、中華民国期には、ウイグル人の民族独立運動が顕在化したことで知ら

れる。すなわち新疆は、辺境部における少数民族の集中居住とそのエスノ・ナショナリ

ズムという面から、多民族国家として措定された中国の国家統合の上で鍵を握る地域で

あると言える。また、とくに近年は、エネルギー資源の埋蔵や、独立した旧ソ連領中央

アジア諸国との隣接という点から、中国にとっての戦略的な重要性を高めている。した

がって、新疆ウイグルをめぐる政策とその帰趨が、現代中国の将来像を占う上でも無視

できない要素であることは疑いない。

元来、ウイグル人に対する中国政府の政策をめぐる諸情況については、実証的なレベ

ルでの研究が豊富とは言い難い。しかし近年は、毛里和子に新疆における諸事件と政府

の対応に関する体系的な論述があるほか、王柯によって、イスラム、開発と環境、経済

問題、という各テーマに沿った個別の詳細な分析が行われている。また、エネルギー問

題や中央アジア諸国との関係をめぐって、欧米の研究者の論考もいくつか出されている。

本稿では、それぞれ個別テーマを軸とする議論を展開するこれらの先行研究の成果を活

用しつつ、中国政府の新疆をめぐる諸政策とその背景、それらの政策がもたらしつつあ

る事態について、新疆におけるトラブルへの政治的対応、経済面での対策、国際的契機、

エネルギー問題、といったいくつかの側面から多角的に検討を加えたい。時期的には、

新疆内部でトラブルが頻発するようになった 1990年代以降に主に焦点を当て、新疆を取

り巻く外在的条件の一つの転機となった 9.11テロ事件の後の時期も視野に入れることと

する。

なお、筆者は、新疆の民族問題の専門家でも中国政治の研究者でもない。叙述が至っ
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て表層的なレベルにとどまっていることを予めお断りしておく。

1．新疆における諸政策と問題点

現在の新疆における民族問題について検討する上で焦点となるのは、中華人民共和国

成立後の諸政策とそれによってもたらされた新疆における状況であろう。

言うまでもなく、現代中国においては「民族区域自治」という独特な民族政策が採用

された。少数民族は民族自決権を明確に否定される一方、集中居住する地域に設置され

た民族自治地方において、限定された形の「自治権」を享受した。しかしこの「自決」

の否定という原則の新疆への適用は、顕著な問題を孕んでいた。というのは、ウイグル

人の間では、中華民国期に民族独立運動が高揚を見せたからである。1930年代・ 40年

代の 2回にわたり、「東トルキスタン共和国」政府が樹立され、ウイグル人を中心とする

トルコ系民族の民族運動が顕在化したことは、ここで改めて詳述する必要はないであろ

う。

たしかに、「民族区域自治」政策の中には、様々な面において少数民族の権利を認容す

る側面も含まれていた。1955年の新疆ウイグル自治区の成立にともない、ウイグル人も

政治プロセスへの参加が可能になり、自治区政府の主席は原則的にウイグル人が務めて

きた。自治区人民代表大会でも、民族人口比に沿った議席を有している。また、言語・

文化面においては、自民族語による学校教育や出版活動の実施が制度的に保証されてき

た。このことは、ウイグル人が自らのトルコ系言語を自己の社会内部において保持して

いく上で、決定的に重要な政治的条件を提供してきたと言える。とくに、近代以前から

確立され、発展を遂げた文字文化をもつウイグル人にとって、漢語教育の強制が民族運

動の主要な背景の一つを構成した歴史的経緯を考慮すると、中華人民共和国期の民族語

による学校教育の施行は、カリキュラムや教科内容がいかに国家統合の重視という原則

に貫かれているにせよ、少なくとも結果的には、中国国家による「懐柔」政策として重

大な意味を担ってきた。このような文化的独自性の保持と一定範囲内における民族的自

己表現の認容について、84年の「民族区域自治法」の制定により法律的な裏付けが付与

されたことも特筆に価する。

しかし、中華人民共和国は、政府の上に立つ共産党が一元的な主導権を握っている国

家であり、新疆においても党の実権は圧倒的に漢族によって握られてきたと言っても過

言ではない。現在でも、新疆ウイグル自治区共産党委員会常務委員会のメンバー17名の

うち、漢族は書記の王楽泉以下 12名を占め、ウイグル人は 4名にしか過ぎない。また、

中国政府の諸政策の中には、漢族を中心とする共産主義国家としての強力な国家統合の

推進が政策理念の中核に置かれたこともあいまって、先住民としてのウイグル人の不満

を醸成する可能性のあるものも含まれていた。それらは、在外ウイグル人の民族主義グ

38



39新疆ウイグルと中国政治

ループの主張においても、具体的な批判の対象になってきた。以下に主要なものを掲げ

てみよう。

第一に、大量の漢族移住の政策的な促進である。とくに、1950年代前半に人民解放軍

を母体として創設された新疆生産建設兵団は、農業開発で主体的な役割を果たすととも

に、内地から新疆への漢族移住の受け皿となってきた。漢族が自治区経済を掌握する上

で、中心的な位置を占めているという指摘もある（1）。50年に30万であった新疆の漢族の

人口は 99年には 687万に達し、800万余りのウイグル人と拮抗する規模を誇る。このよ

うな動向は、新疆に対する物理的な面からの「漢化」策の展開の結果であったと言えよ

う。

第二は、宗教に対する厳しい統制と圧力である。生来のムスリムであるウイグル人に

とってイスラムがもつ意味はきわめて大きい。しかし中華人民共和国期になると、共産

主義的イデオロギーに基づき、イスラム社会としての特質を帯びていたウイグル人社会

の徹底的な世俗化が図られてきた。イスラム法が廃止され、宗教指導者はモスクの管理

者以外、姿を消した。1980年代以後の民族・宗教政策の転換に応じて、モスクの再建や

イスラム 2大祭りの励行など、イスラムの復興現象が見られた（2）ものの、宗教指導者と

その活動が後述するように厳格な統制下にあることは否定できない。

第三は、ロプノール（タリム盆地東部の湖）のサイトにおける核実験の実施である。

1996年 6月 8日の実験を最後に、同年9月の包括的核実験禁止条約（CTBT）の調印によ

り凍結されたものの、それまで実に通算44回を数えたと言われる（3）。

第四は、産児制限である。1979年から中国全土で「一人っ子政策」が実行された。新

疆では 88年の自治区暫定条例により農村部では2人までの出生を認めるなど、原則的に

緩やかな適用がなされてきた（4）。しかし、ムスリムにとって避妊自体に抵抗感を惹起す

る面があるほか、当地域への漢族の大量流入に対し少数民族の人口増加が抑制されるこ

とへの不満が根強いことも指摘されている。また、在外ウイグル人組織や欧米の人権団

体は、当局による無理な中絶の強行で犠牲者が出ていると批判している（5）。

第五は、新疆における資源からの地元少数民族の「疎外」、という指摘である。タリム

盆地に埋蔵される石油・天然ガス資源の開発が中央政府直轄企業によって担われている

ため、現地の少数民族がその事業に本格的に参画できず、そこから得られる利益の還元

を十分に受けていないのではないかという点が問題とされる。

以上のような政策の存在にも拘わらず、中華人民共和国成立後、自治区の成立や民族

文化を尊重する具体的施策の実行、その半面における管理と締め付け、といった硬軟両

面の方策も功を奏して、混乱状態が全新疆を覆うというような事態が発生することはな

かった。そういう意味で、既存の国家領域の統合を絶対的な至上命題とする現代中国に

とって、新疆に対する政策は、「独立国」が出現した中華民国期に対し、また、大規模な

「動乱」を招いたチベットに比べると、相対的には「成功」してきたと言えるであろう。
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2．1990年代以後の諸事件と在外民族主義組織

しかしながら、ウイグル人の民族主義者の立場から言うと、独立という「民族自決」

の否定はもちろん、現代中国における諸政策とそれにともなう新疆における状況は、受

け入れ難い側面を具えている。このことを背景として、国外在住のウイグル人による民

族運動が展開されてきた（6）。その一部が過去の「東トルキスタン共和国」の精神を継承

していることも看過できない（7）。しかし、在外民族主義諸組織は、独立の希求に対する

基本姿勢、目的を達成するための手段の様態等において統一性を欠いている（8）。欧米を

中心とする団体が比較的穏健な主張で知られるのに対し、カザフスタンの一部の組織は

武装闘争を辞さない過激な傾向をもつ（9）。また、概してイスラム的特徴が希薄な民族主

義組織と、近年注目を集めているイスラム主義的グループとは、系統も主張も著しく異

なる。1992年にイスタンブルで開催された「東トルキスタン民族会議」の綱領では、イ

スラム国家の樹立やイスラム法の尊重といった点が前面に押し出されてはいない（10）。そ

れはカザフスタンの過激な組織も同様である。

これら在外組織の活動に対し、新疆内部において民族主義組織が顕著な活動を行って

いるかどうかは明確でない。少なくとも民族武装勢力が政府側と本格的な軍事衝突を起

こしているといった状況にはない。しかし、散発的ながら様々な「事件」が 1990年代に

発生してきた。中華人民共和国成立後の新疆を眺めるならば、50年代に「東トルキスタ

ン人民革命党」の出現について党関係の資料中に言及があるものの、その後の 60─80年

代に民族主義的な活動と見なされるような動向は希少である。90年代に入って「トラブ

ル」が顕著な形で頻発するようになることは、2002年 1月に国務院によって配布された

「東トルキスタン・テロ勢力」関連資料や、民族主義者側のデータ（11）によっても裏付けら

れる。

このような1990年代の新疆における問題には、直接的な繋がりは定かではないが、80

年代以後の国内および国際的な状況が背景となっている。

国内情勢としては、毛里和子の指摘にあるように、「改革・開放」後の中国は、イデオ

ロギーによる統制力が弱体化し、国家的な求心力を低下させる条件が形作られたと言わ

れる。より直接的には、民族・宗教政策の緩和にともなって民族文化の強調やイスラム

復興の機運が高まり、それが政治的な自己主張へとエスカレートしていく素地が醸成さ

れたことが挙げられる。文化・宗教面における民族感情への配慮と、民族的な自己表出

の政治化に対する警戒・抑圧の間で、政策執行は難しい舵取りを余儀なくされるように

なったと考えられる。経済面では、経済発展が漢族の少数民族に対する優位性を加速す

るとともに、沿岸部地域と西部の少数民族地域との格差の拡大に拍車をかけるなど、辺

境部の少数民族地域で様々な矛盾を顕在化させた。とくに新疆南部のウイグル人居住地

域は、低所得地区を抱えている。民族間の格差は、民族問題の温床となり得るものであ
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った（12）。他方、国際的な背景としては、冷戦構造の動揺以後、民族的な自己主張や分離

主義的志向が高まり、1990年代にそのような潮流が決定的になったことである。とくに

ソ連の崩壊による中央アジア諸国の独立は、ウイグル人の民族感情を刺激するに十分な

要因であったと考えられる。

このような条件下、1987年秋にチベットで比較的大規模な「自決」運動が表面化し、

「ラサ暴動」と呼ばれる騒乱状態に陥った。政府は武力鎮圧を図ったものの、その後も大

衆行動が続発する。そして90年以後は、新疆においても様々なトラブルが伝えられるよ

うになる。すでに毛里和子が明らかにしているように（13）、まず90年のバリン郷事件が挙

げられる。政府側の発表では、「東トルキスタン・イスラム党」により「反革命武装暴乱」

が進められたと言われ、武装警察隊によって鎮圧されたが（14）、その過程で運動指導者の

ザイニディン・ユスプを含む死者を出した（15）。また、97年 2月のイリにおける事件は、

西側のメディアで取り上げられ、新疆の問題に注目が集まる機縁を与えた。1,000人以上

のウイグル人青年が示威行動を行い、衝突の過程で多数の死傷者が出たという（16）。イリ

での事件の後、 小平の葬儀の日、2月 25日にウルムチでバス爆破事件が勃発した。被

害者にはウイグル人も含まれており、無差別テロと言うべき性格を具えていた。続く 3

月7日には、北京の西単北大街でもバスの爆破事件が起こり、乗客20人以上が負傷した。

その他、公安関係者など個人を対象とする襲撃事件の発生も伝えられてきた（17）。さらに

近年は、政府により、イスラム主義的なテロ組織の存在についても伝えられている。

しかし、ここで注意すべきは、これら諸事件の主体や性格づけが必ずしも明確でなく、

事件によりかなりの偏差があることである。前述の国務院配布資料（18）は、「東トルキスタ

ン・テロ勢力」による多数の示威行動、殺人・襲撃事件を掲げているが、一部のウイグ

ル人組織は、これらの中には一般の凶悪犯罪も含む多様なレベルのものが並列的に一覧

化されていると指摘し、一部の過激な組織のテロ行為をもってウイグル人の民族主義的

動向全体に対する非難の理由とするのは筋違いだと批判している。もう一つの注意点は、

前述した在外民族主義組織の運動が新疆内部にどの程度の影響を与えてきたのかについ

て、新疆における諸事件との具体的な関わりなど、明確なことを言うのは難しいという

ことである。

3．中国政府による管理強化と経済対策

（1） 新疆における管理の強化　

第 2章で述べたような「トラブル」に対する中国政府側の対応は、まず、新疆ウイグ

ル自治区政府レベルを主とする「民族分裂主義」に対する批判の展開と管理の強化とい

うことである。
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第一に、事件に関与したとされる人々に対する厳しい処断が挙げられる。1997年のイ

リにおける事件を主導したとされる人々は逮捕され、処断された。それだけにとどまら

ず、民族主義的なグループ・人士に対する取締まり・検挙も広範に実施されたと言われ

る。「厳打」政策により、公安当局のウイグル人に対する全般的な締め付けが強化された

ことが知られる。これに対し、人権組織などにより、不当な逮捕・拘束という点が非難

されてきた。

第二に、ウイグル人知識人・有力者に対する圧力が激しさを加えた。ウイグル人に

5000年の歴史があるとしたトゥルグン・アルマスの『ウイグル人』などの著作に対する

批判キャンペーンが、バリン郷事件後に大々的に繰り広げられ（19）、著者は軟禁状態に置

かれた。1997年のイリでの事件の後は、さらに厳しさを増している。具体的な独立運

動・民族主義組織への参加や、「民族分裂主義」的な主張の有無とは関わりなく、一部の

ウイグル人有力者が国家安全機関によって「ねらい打ち」され、逮捕・収監が進められ

ている。たとえば東京大学大学院に在学して新疆史の研究に従事していたトフティ・ト

ゥニヤズ（留学前は全国人民代表大会民族委員会に勤務）は、98年 2月に逮捕され、「国家機

密不法取得」と「国家分裂扇動」で11年間の懲役という重刑を課された。しかし、問題

にされている罪科の内実は、新疆の文書館における目録の複写と、日本におけるシルク

ロード関係著書の出版計画にしか過ぎず、該当する罪を構成するとは考えにくい。中国

の法律条文に照らして冤罪であるというのが、実際に判決書の内容を厳密に検討した東

京大学の指導教官らを中心とする支援グループの主張である（20）。他方、ウルムチにその

名を冠した商業ビルをもつ民族資本家として有名なラビヤ・カーディルは、99年に逮捕

され、「国家機密不法取得」で 2000年 3月に懲役 8年の判決を受けた。ラビヤの夫は合

衆国でRadio Free Asiaに関わっており、逮捕はそのためとも言われる。しかし、合衆国

国務省のレポートでは、ラビヤが外国に提供しようとしたとして問題にされた資料は、

公的な新聞の記事であったと言われる（21）。

ウイグル人民族エリートたちは、中国の政治体制の一翼を担う一方、ウイグル人社会

において指導的な地位を占めるという独特な立場にある。彼らの一部には、中国人意識

とウイグル人意識の両方が根付いているが、国家利益と民族利益の狭間で難しい境遇に

立たされていると考えられる。最近の新疆における「民族分離主義運動」の主役が体制

内民族エリートであるとする見解も見られるが（22）、しかし民族エリートに対する締め付

け策は、彼らの事実としての分離主義的傾向に依拠するものではなく、ウイグル人社会

で影響力をもつ指導者たちに対して一罰百戒的な心理的効果をねらったものである可能

性が強い。

第三に、1980年代の民族政策の緩和に応じて高揚した民族文化の強調など、ウイグル

人の民族的な自己表現に制限が加えられるようになった。活動がウイグル人の民族文化

偉人の顕彰や民族音楽の鋳造・体系化といった段階においては許容されたものの、近現

代の民族主義的指導者の見直しなど政治性を帯びる局面にシフトアップすると、阻止さ
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れた。すなわち、民族的な自己主張は「中国の少数民族」という枠から逸脱する、ある

いは逸脱しそうなものは認められない、ということである。

第四に、宗教面において、1980年代前半から著しい復興を遂げたイスラムに対して、

宗教施設・宗教指導者に対する登録制が実施され、政府の管理からはずれた宗教活動の

徹底的な排除が進められてきた（23）。イスラムを媒介として非ムスリムの漢族に対する反

発が求心力を増す可能性があること、過去の民族運動がイスラムを精神的な支柱として

きたことなどを勘案すれば、イスラムに対する警戒感と強力な管理策の導入には、政府

の主観においては一定の根拠があったと推測される。

前述の国務院配布資料によれば、1999年以降は事件らしい事件が発生していない。こ

れを信じるならば、自治区政府による一連の措置は一定の効力を発揮したと言えるであ

ろう。しかし、管理の強化により、政府に対する反発や不満がより尖鋭化しながら、深

く潜在化した可能性がある。また、在外ウイグル人民族主義組織だけでなく、欧米の人

権組織などによって「人権侵害」という厳しい批判が浴びせられる結果を招いたことも

否定できない。毛里和子は、政府の「分裂主義」に対する警戒を、怯えからきた「過剰

防衛」と指摘している（24）。

他方、中央政府レベルにおいても、「民族分裂主義」に対する警戒と対策の必要性がし

ばしば言及されてきた。たとえば、1995年の新疆ウイグル自治区成立 40周年に際して

強調されたのは、まさにこの点である。祝賀大会で当時の国務院副首相姜春雲は、経済

発展の基礎となる安定した政治・社会環境を実現するために、「民族分裂主義」と断固闘

争すると述べた。当時の『人民日報』社説（9月 30日）にも、「民族分裂主義」反対とい

う言説が見られる。さらに、97年のイリにおける事件の後には、対応策として実際面に

おける梃子入れが図られた。中央政府の要人や軍幹部が急遽新疆に多数派遣され、その

中で全人代常務委員長の喬石は 4月にウルムチで自治区政府の幹部たちを前に演説し、

「民族分裂活動」に徹底的打撃を与えるよう求めた。『新疆日報』によれば、新疆「行政」

の充実化のために、2000年までに中央から「幹部」2,000人が派遣されることが決定さ

れたという。

1997年、中国は一つの歴史の節目を迎えていた。すなわち、2月に 小平が死亡して

葬儀が執り行われ、続いて 7月 1日に香港の返還セレモニーが挙行されたのである。中

国政府はこれらを円滑に乗り切った。9月の共産党全国大会では江沢民の指導体制が確

立され、 小平後の新しい時代が政治的安定とともに始まった。以上の過程に、新疆に

おける情況が何らかの影響を与えた形跡は見いだせない。たしかに自治区政府にとって、

イリの事件とそれに続く爆弾事件は克服されるべき深刻な局面の出来であり、事態の沈

静化とその後のトラブル防止に精力が傾注されたことは間違いない。中央政府側も自治

区政府に対する働きかけという点で、一定の留意が払われた。また、国外のメディアに

よって新疆での事件が香港返還の問題と関連させられ、中国の辺境における領域統合の

問題に国際的な注意が喚起されたことは、中国にとって望ましくないシナリオであった
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と言える。しかし、実質的な政治プロセスという側面から見ると、新疆をめぐるイシュ

ーが当時の中国政治全体の中で占める比重は、大きいものではなかったと推測される。

（2）「西部大開発」とウイグル人

地方政府を主体とする強力な引き締め策の実行に対し、中央政府の主導により別方面

から進められたのが、経済戦略としての辺境地域に対するアプローチである。

「改革・開放」政策の展開により、中国は著しい経済発展を達成した。しかし、高度経

済成長は国家を飛躍的に豊かにする一方、個人所得差の拡大、環境汚染の深刻化など、

様々な負の現象を表面化させた。発展の先頭を切った沿岸部と、少数民族居住地域を含

む西部との間の著しい経済格差の顕在化は、そのうちの最たるものである。政府は、格

差の縮小化に取り組み、1990年代から辺境部の経済的なバックアップを進めてきた。90

年代にチベットに対する重点的な援助が行われたことは周知の事実であるが、新疆にお

いても南部の貧困地域において「扶貧工作」が実施された。また、基本的なインフラ整

備として、コルラで止まっていた南疆鉄道が、ウイグル人集中居住地域の中心であるカ

シュガルまで延伸されたことは、特筆に価しよう。96年秋から60億元をかけて建設が開

始され、99年12月6日の正式開通をもって、北京・上海とカシュガルとが鉄道により直

結された。

このような流れの中で、政府により大々的に打ち出されたのが「西部大開発」にほか

ならない。1999年 11月、中央経済工作会議で重点プロジェクトに決定され、2000年 3

月に全人代を通過して正式に発動された。基本目標として、東部沿海地区と西部内陸地

域の経済格差の是正、民族自治地方の貧困の克服が掲げられている。対象地域の大部分

は少数民族居住地域であり、辺境地域の経済発展により少数民族の経済レベルを上昇さ

せ、民族間格差を解消することを通して、少数民族側の国家や漢族に対する不満の減圧

を目指す、という意図が政策の根底にあると推測される（25）。

新疆関連では、目玉事業として「西気東輸」プロジェクトが構想された。天然ガスの

パイプラインをタリム盆地のガス田から大消費地上海まで繋ぐ計画で、2000年 2月に基

本設計が完了し、2002年にシェルとの合弁で一部が着工された。全長4,212キロメート

ル、投資額 555億元という巨大プロジェクトである。新疆内部では、所得レベルが低水

準にあるホタンにおいて、新空港の建設が進められている。このような大型事業は、カ

シュガルへの鉄道延伸も含め、ウイグル人居住地域に対する産業発展のための基盤整備

策と位置づけられるが、経済的な統合化の促進という側面を含んでいることも否定でき

ない。

ウイグル人の間には、経済発展策について生活水準向上を期待する肯定的な認識が見

られる一方で、マイノリティ特有の不安や不満が醸成されている可能性がある。第一に、

新疆の資源と内地の生産センターとの直結により、新疆の原料供給地としての位置づけ

が、居住民族の頭越しに強化されるのではないかという懸念である。第二に、漢族の新
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疆への進出と経済面における優位性が一層助長されるのではないかという危惧である。

第三に、漢族進出に比例して、ウイグル人の言語・文化面における漢族への「同化」圧

力が増加するのではないか、という点である。第四に、使用言語の問題などから、雇用

面でウイグル人は漢族に対し不利な境遇にある。経済発展が少数民族の経済状態向上と

民族間格差の是正に繋がるかどうか、という疑問がある。第五は、開発が自然環境に及

ぼす影響である（26）。工業化による汚染や過度な開発が、微妙なバランスで維持されてい

るオアシス生態系の破壊や砂漠化を誘発するならば、ウイグル人の伝統的な農業に打撃

を与え、民族間の摩擦や衝突に繋がりかねない。

たしかに、佐々木信彰が指摘するように、「西部大開発」は理念面において、東部地区

における手法の模倣や、漢族の発展への追随といった、以前の少数民族に対する経済戦

略から、新しい方針への転換を提唱している。資源開発誘導型ではなく、伝統的民族手

工業・民族文化産業の育成による工業発展を志向するということである。これにより、

少数民族の独自な文化や伝統的な産業形態の急激な破壊や変改を避け、ソフトな開発戦

略を通じて、少数民族の政治面での遠心分離傾向を抑制しつつ、経済面における格差の

克服を図ろうというのである（27）。しかし新疆では、以前の政策的な漢族の入植と農業開

発がウイグル農民との水資源をめぐる紛争や環境破壊を招来したこと（28）、近年の事業も

中国中央部への統合の強化という側面が強いことなどから、ウイグル人側の不安を完全

に払拭することは容易ではないであろう。将来的に、新しい理念がどのように実体化さ

れていくのか、注視していく必要がある。

4．国際面における政府の対応

1990年代以後、国際的な環境が中国政府の新疆をめぐる政策に影響を及ぼしてきた。

大きくは、冷戦構造が崩壊し、既存の国民国家の枠組みが動揺するなか、民族的な自己

主張が世界規模で顕在化してきたことが挙げられる。前述のように、中央アジアに各民

族の独立国家が成立したことは、ウイグル人の民族感情を刺激する出来事であった。よ

り実際的には、ソ連解体後に中央アジア諸国在住ウイグル人の民族主義組織が活動を活

性化させ、その影響が新疆に及ぶ可能性が出てきたことである。たしかに 97年時点で、

カザフスタンの過激な組織が工作員を新疆に派遣していた形跡がある（29）。また近年は、

国際的な「テロ」組織との関わりについても取り沙汰されている（30）。ただし、新疆で発

生した具体的な事件に対する国外の組織の直接的な関与を、個別に実証できるわけでは

必ずしもない。

しかし、国外からの影響の可能性を理由として、中国政府は国際的な連携の強化を図

ってきた。具体的には、「反テロ」・「反イスラム原理主義」・「反分離主義」で、中央アジ

ア諸国およびロシアと協力して対処するということである。ロシアがチェチェンの問題
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を、中央アジア諸国が「イスラム原理主義」の問題を抱えていたことは周知の通りであ

る。中央アジア諸国はいずれも世俗主義的体制を標榜しており、自らの体制基盤を脅か

す存在として、「イスラム原理主義」に対する警戒感を露わにしてきた。

すでに、1994年 4月に首相の李鵬が中央アジアを訪問したおり、カザフスタンの大統

領ナザルバエフから「民族分裂主義」反対の言質をとるなど、中国政府は中央アジア諸

国政府がウイグル人組織の活動に抑制的な措置を採るよう求めてきた。以後、分離主

義・イスラム主義に対する対策が、多国間でシステム化されていく。96年に中国、ロシ

ア、カザフスタン、クルグズスタン、タジキスタンの 5ヵ国の間で協定が結ばれ、「上海

ファイブ」が成立した（31）。信頼醸成協定調印の際、中央アジア 3ヵ国の大統領は江沢民

に対し、分離主義への反対を表明した。その後、「上海ファイブ」は軍事・安全保障・経

済面を含む包括的な盟約機構に成長していく。とくにそのなかで眼目とされたのが、分

離主義・イスラム主義への共同対処という点である。

とくに、1996年にタリバーンがカーブルを制圧し、アルカイダの中枢部がその保護下

で活動を展開できる条件が創出されて以後、国際テロ組織とチェチェン独立派やウズベ

キスタン・イスラム運動との繋がりが大きくクローズアップされてくる。とくに後者が

中央アジア諸国の政情に与えたインパクトは小さくない。99年 2月にウズベキスタンの

首都タシュケントで爆弾事件が発生し、政府は大統領カリモフを狙ったウズベキスタ

ン・イスラム運動によるテロと決めつけ、大量の逮捕・拘束により徹底的な押さえ込み

を図った（32）。イスラム運動側は、8月に「上海ファイブ」の会議のさなか、会議が開催

されていた当のクルグズスタンで日本人技師人質事件を起こし、国際的な注意を惹きつ

けた。さらに同月の公式コミュニケで、カリモフ政権に対する「ジハード」を宣言、国

家との対決姿勢をより鮮明なものとした。この時期、タリバーンが自国内に彼らの足場

を提供していたことは周知の通りである（33）。このようなアフガニスタン情勢は、中国に

とっても無縁ではなかった。同年10月、タリバーンに新疆ウイグル自治区出身者4名が

参加していたことが、国連外交筋から明らかにされた。このことは、国連安全保障会議

におけるタリバーン制裁決議に、中国が賛成に回った一因であったと言われる。ウイグ

ル人がアフガニスタン北部のウズベキスタン・イスラム運動のキャンプで軍事訓練を受

けていたことも判明した。

以上のような状況を受け、2001年 6月に行われた上海サミットでは、「上海ファイブ」

にウズベキスタンも加えた「上海協力機構」を創設することが決定された。共同宣言に

は、テロ活動、民族分離主義、宗教過激派に共同で対応することが表明されている。こ

こでの「民族分離主義」が、中国にとって新疆の問題を意味することは明白である。江

沢民は会議の演説の中で、「東トルキスタン・テロ勢力」についても言及した。「上海協

力機構」創設を契機として、中国政府は中央アジア諸国に対し軍事援助を開始した。

実務的なレベルでも様々な対応がとられている。すでに 1997年頃から中国とカザフス

タン・クルグズスタンとの間で軍事・公安関係者の交流が進められてきた。中国政府関
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係者が中央アジアで、当事国公安当局との直接的な連携の下に過激なウイグル人グルー

プを抑制するための工作に従事している。たとえば、2000年にクルグズスタンのビシュ

ケクで放火事件が起こり、それを調べに来た中国大使館関係者 2名が銃撃されるという

事件が発生した。同年 9月、カザフスタンのアルマトゥに逃走した犯人たちとカザフス

タン警察との間で銃撃戦が行われたと言われる（34）。犯人たちは、中国政府によってウイ

グル民族独立派とされているが、カザフスタン公安当局の作戦に中国当局が直接関与し

ていた形跡がある。

中国政府の原則は、中央アジア諸国におけるウイグル人の政治的活動を当事国政府と

の連携の下に極力制限するとともに、新疆に対する影響を徹底的に遮断する一方、経済

関係については促進する方向性を堅持するというものである。1995年の段階で中国はカ

ザフスタンにとって 5番目の貿易相手国になったが、それは主に新疆を介した往来の拡

大による。中央アジア諸国における中国の経済的プレゼンスが増すなか、中央アジアへ

のチャンネルとして機能する新疆の戦略的価値は高い（35）。経済面での緊密化にともない、

「民族分離主義」や「イスラム原理主義」に対抗する上で、新疆をめぐる地域安全保障に

向けた政治・軍事面における政府同士の協力関係がもつ意味合いは、より重要性を帯び

ていると言えよう。

他方、中国の民族問題をめぐる国際環境において無視できないファクターとなってき

たのが、国際人権団体の中国批判と合衆国の「人権外交」である。とくにチベットをめ

ぐる問題が国際的な注目を浴びたことから、「人権」は少数民族の問題とリンクすること

となった。新疆についても、イリの事件が発生した1997年以降、メディアの関心が高ま

るとともに、ウイグル人民族主義組織による合衆国や欧州における世論への働きかけが

活発化した。たとえば、97年10月には、ウイグル人女性が新疆における人権「蹂躙」と

民族文化・宗教に対する抑圧情況について、合衆国議会の公聴会で発言している（36）。こ

のような動向に対し中国は、独自な国内事情を強調するとともに、「人権」面での批判を

内政干渉として反論してきた。99年1月に、合衆国のRadio Free Asiaが議会から財政援

助の承認を得て、ウイグル語放送を開始した。その放送内容には、当然ながら中国政府

に批判的な傾向が含まれている。これに対し中国外務省報道局長の朱邦造は、「内政干渉」

と激しく非難したと伝えられる（37）。たしかに、98年秋、中国は国連人権規約B条項に署

名した。しかしその後も、中国民主党の結党申請に対して抑圧的施策で臨むとともに、

99年には「法輪功」の活動を強圧的に封じ込めるなど、体制にとって危惧される存在に

対する中国政府の厳しい姿勢に、根本的な変化はなかったと言える。新疆に対しても同

様であったと考えられる。

このように、新疆も含め、少数民族地域における施策は人権との関わりにおいて国際

的な批判の的となる一方、中国政府はそれを「内政干渉」という言説でかわそうと図っ

てきた。しかし、1999年の段階では人権情況に関する情報が新疆における資源開発への

外資導入に際しての障害になったという指摘があるように（38）、経済面での一層の国際化
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を睨んだ場合、中国政府にとって「人権問題」は、いくらか頭痛の種であった可能性も

ある。

5．9.11テロ事件後の新たな展開

新疆の問題をめぐる国際社会、とくに合衆国との関係において転回点となったのが、

2001年9月11日のテロ事件である。

事件の発生にともない、中国政府は新疆の問題を軸に置き、主体的に対応したと言え

る。内政レベルでは、テロ活動やテロへの資金援助に対する厳罰化の内容を盛り込む形

で、第 120条など、刑法の部分改変を図った（39）。それとともに新疆の地方行政レベルで

は、「民族分裂主義」批判やイスラムに対する管理強化といった施策が、一層推進された

と伝えられる。とくに、最近の言論面における厳しい統制が挙げられる（40）。「イスラム原

理主義」に対する取締り強化の一環として、自治区政府により、宗教色の濃い出版物を

規制する方針が出されたことを契機として、出版社に対し一部の出版物を廃棄するよう

指示が与えられるとともに、各地方で民間に保存される歴史文献や文書などが多数焼却

されたと言われる。これらは自治区政府レベルの施策に基づくもので、実際に「焚書」

に当たったのは地方レベルのウイグル人党幹部だという情報もある。しかし、たとえ部

分的に「自己規制」であったとしても、それは「反テロ」に応じて打ち出されてきた政

策のあり方にともなう心理的な圧力の下で生じたものであり、自然で自発的な規制とい

うことにはならないであろう。

他方、中国中央政府の政策として注目されるのは、対外面における姿勢である。すな

わち、合衆国の対テロ戦争を容認し、自分たちもテロリズムに対して断固戦うという立

場から共同歩調をとったのである。「対テロ」策の直接的な矛先は、新疆における動向に

向けられた。新疆の民族主義と「テロ」とを同一視して結びつけたのである。ウイグル

人による「テロ」の存在、それらと国際テロ組織との繋がり、という言説を根拠として、

「対テロ」での米・中の協力関係は決定的なものとなった。2001年 10月、上海で開催さ

れたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の際に行われた米中首脳会談で、両国政府はテ

ロ根絶に向けた共闘を強化する方針を明らかにした。これに基づき、捜査関連情報の交

換など実務レベルにおける協同関係が確立され、中国の公安当局と連邦捜査局（FBI）と

の本格的な連携が図られた。

合衆国との協調と連動しつつ、中国政府は新疆における分離独立派がテロ勢力であり、

なおかつ国際的なテロ組織と繋がりをもつということを繰り返し強調し続けた。2001年

10月、中国外務省報道局長朱邦造は、ウイグル人分離独立派の一部がアフガニスタンの

キャンプで訓練を受けている歴然たる証拠があり、これらの組織に反対することは国際

的な反テロ闘争の一部であると言明した。また、2002年 4月、共産党自治区委員会書記
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の王楽泉はウルムチで外国人記者団と会見し、合衆国のタリバーン攻撃に際し、アフガ

ニスタン内で活動していた新疆独立勢力約300人が拘束されたという談話を発表した（41）。

前述の国務院配布資料は、9.11事件後の中国政府の姿勢を如実に表している。当該資

料は、新疆における様々な事件を網羅的に並べ、「民族分裂主義」・「イスラム主義」的活

動と見なすとともに、それらと在外組織との結びつきを示唆する内容をもつ。さらに 8

月には中央テレビ局で「東トルキスタン・テロ勢力」関連番組が放映され、爆弾事件の

負傷者の様子、公安当局者や「テロリスト」への「インタビュー」などを含む映像が流

された（42）。全体的な筋書きは国務院配布資料における言説を踏襲したものに過ぎないが、

生々しい映像が「事実」としての「テロ」の残虐性に対する印象を固定的に強める効果

があることを考えると、その公開に「テロ」への対策の正当性をアピールする意味が込

められていることは疑いない。このように詳細なデータが中央政府レベルで明らかにさ

れたことは異例で、反テロに向けての国際的協調のなか、何らかの方針転換があったこ

とを窺わせる。すなわち、新疆における「テロ」に関する「情報」の大々的な公開とそ

の主張は、新疆での管理強化など、自らの政策の正当性を対外的に印象づけ、ひいては

「対テロ」策という大義のもと、西側諸国からの「人権」面における批判を回避しようと

いう思惑に裏打ちされたものであると想像される。

合衆国側は、新疆の民族問題、とくに人権状況について、中国政府に完全に同調して

いるわけではない（43）。しかし、2002年 8月に北京でアーミテージ国務副長官が胡錦涛国

家副主席と会談した際、中国政府の意を受ける形で、「東トルキスタン・イスラム運動」

を国際的なテロ集団のリストの中に加えた。中国側がこれを高く評価したことは間違い

ない。合衆国側のこのような態度の背後には、自らのイラク攻撃に際し、中国の支持を

取り付けたいという意向が働いたという指摘もある。ここにおいて新疆をめぐる問題は、

国家間関係の枠組みのなかで、合衆国の国際戦略上の思惑によって規定される側面がで

てきたと言える。

以上のように、中国政府は合衆国におけるテロ事件という機会をとらえ、テロとの戦

いという名目の下、合衆国政府との協調に踏み出すとともに、自国内で「テロ」と見な

された動向に対する対策の正当化に意を用いたと言える。現在のところ、それは一定の

成果を収めているように見える。すなわち、新疆にまつわる政策に関して、「反テロ」と

いう理由づけのもと、以前と比べて大きなフリーハンドを得たと言っても過言ではない

であろう。

6．エネルギー問題

最後に、新疆をめぐる中国政治のもう一つの重要な側面について簡単に言及しておこ

う。それは、エネルギー資源に関する戦略との関係である。
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中国は「改革・開放」後の著しい経済発展にともなってエネルギー消費量が激増し、

すでに石油の約 30%を輸入に依存している。長期的展望に基づくエネルギーの安定供給

は、今後の経済発展の継続性を確保する上で解決すべき枢要な課題である。そこで注目

されたのが新疆のタリム盆地に埋蔵されている石油資源であり、エクソンやモービルな

ど外資の導入も含め、その開発を進捗させてきた。しかし、近年、将来の石油資源の基

幹と想定されたタリム油田に対する失望感が現れてきた。採掘量が当初の目標を大幅に

下回って伸び悩んでおり、2001年の産出量が中国全体の生産量に占める割合は2.7%に

しか過ぎない。すでに 1990年代半ばの段階から、80年代に行われた埋蔵量の試算が楽

観的過ぎる虚偽の数字であったことが明らかになり、タリム油田は外資による投資先と

しての魅力を失っていたと言われる（44）。

とはいえ、このことは中国のエネルギー戦略における新疆の位置づけの重要性を根本

的に損なうものではない。中国では、とくに都市部での大気汚染が深刻化するなか、よ

りクリーンなエネルギーへの代替が求められつつある。そこで注目されているのが、タ

リム盆地に埋蔵されている天然ガス資源である。4,190億立方メートルという試算もあり、

期待が寄せられている。問題は、採掘もさることながら、エネルギー消費の中心地域で

ある沿岸部に、どのような手段で輸送するかという点である。そこで打ち出されたのが、

「西部大開発」の一環として立案された、前述の「西気東輸」プロジェクトにほかならな

い。この壮大な事業への着手は、新疆での資源開発に対する中国政府の並々ならぬ意欲

を窺わせる。

要するに、エネルギー戦略面での新疆の位置づけは依然として低いものではない。こ

のこととウイグル人の問題とがどのように関わるのか、次の2点を指摘したい。

第一は、資源からのウイグル人の「疎外」である。エネルギー資源の開発は、例外な

く国家中央によって担われている。現地支社の幹部にウイグル人が登用されているもの

の、ウイグル人が本格的に開発事業に参画できる余地がどの程度残されているか、疑問

もある。実際の採掘作業に従事している技術者も、主に内地からの漢族によって占めら

れてきた。また、そこから得られる利益が、居住者であるウイグル人の社会に十分に注

入されていないという見解もある。

そういう意味で注目されたのは、「民族区域自治法」の改正である。1999年に同法の

「修・改正小組」が成立し、準備作業がテムル・ダワメト（鉄木爾・達瓦買提）（45）の下で進

められた結果、2001年 2月に新しい同法が発布された。そこでは、「西部大開発」とも

連関する形で、経済面における民族自治地方の裁量権の拡大にも重点が置かれた。しか

し、作業グループより提起された「国が民族自治地方で資源開発のために経営する企業

は、当該地方に納税すべきである」という条項は、国家税務総局によって却下されたと

言われる（46）。資源から得られる「恩恵」の地元への還元に対する法制度上の裏付けは、

実現されなかった（47）。タリム油田の開発に際して「沙漠公路」の建設（95年）などイン

フラ整備が進展した部分はあるものの、新疆における国家主導の資源の開発と利用にお
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いて、ウイグル人の「資源ナショナリズム」への配慮は、依然課題として残されている

と言えよう。

第二は、民族紛争や「テロ」の「脅威」との関連である。大規模な開発の展開や移動

手段の建設には、地域秩序の安定化が不可欠である。とくに外資導入の阻害要因となり

かねない民族問題の尖鋭化や危険地域というレッテルは、回避しなければならない。た

だし新疆は、恒常的に広範囲に独立派の闘争が蔓延し、政府軍と戦火を交えるといった

紛争地域ではない。また、民族運動が開発・建設事業にとって心理的な抑止要因になる

可能性はあるものの、民族主義者たちが自地域の「発展」に否定的な態度をとっていな

い以上、破壊活動の可能性は低く、実際的な障害にはならないとする見解もある（48）。た

しかに、9.11事件後、中国政府はウイグル人の「テロ」の存在を公式に認め、その「脅

威」をむしろ宣伝している。しかし、前述の国務院配布資料は、「テロ」は民族問題では

なく、祖国からの分離をめざす一部の過激派の仕業であり、脅威ではあっても当局の努

力によって押さえ込まれていること、新疆における民族政策自体は成功し、ウイグル人

の民族感情や地域情勢は基本的に平穏であること、といった主張を展開している。すな

わち、地域的安定性を可能な限りアピールし、外資進出における心理的障壁を除去しよ

うと図っているように見える。

さて、エネルギー問題と新疆との政策的な関わりは、新疆所在の資源の開発という点

にとどまるものではない。中央アジアと隣接するという新疆の地政学的位置づけは、最

近の中国のエネルギー戦略にとっても、無視できない意味をもっている。

近年、中国政府は、国内だけでなく中東・アフリカ地域を舞台に自ら石油・天然ガス

資源開発事業を進めてきたほか、9.11事件以後は、政治的安定性に確固たる保証のない

中東だけでなく、アジア太平洋周辺の各地域にも拡大する路線を打ち出し、世界規模で

地域的多角化を追求する方途を模索している。新疆と隣接する中央アジア諸国に関して

は、以前よりカザフスタンとの協力関係を確立している。1997年 9月、カザフスタンを

訪問した首相の李鵬は、カザフスタン西部2油田の権利の獲得と、新疆への3,000キロメ

ートルに及ぶパイプラインの建設について調印した。カザフスタン政府にとっても、資

源輸出先としてのロシアへの過度な依存から脱却する意味で、中国へのパイプライン建

設は有意義である。中国石油天然ガス会社は、カザフスタンの天然ガス資源開発事業に

積極的に参画した。アクトベ石油ガスを買収し、その傘下で採掘したガスを鉄道でヨー

ロッパに輸出しているほか、一部は新疆経由で中国本土へも搬入している（49）。ただし、

中国が採掘を担う油田・ガス田からの生産量は伸び悩んでおり、新疆へのパイプライン

の建設はいまだ実現されていない。しかし、中央アジアにおけるエネルギー資源開発へ

の参入、新疆を通しての資源の中国への搬送という中国政府の方針が、簡単に放棄され

るとは考えにくい。とすれば、新疆を軸とする地域の安定化の必要性は、エネルギー戦

略とも深く絡んでいる。

以上、新疆に対する領域統合の堅持と地域的安定は、新疆での資源開発に対する安全
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の保障と、隣接する中央アジアにおける資源の開発とその移送の確保という両面におい

て、国家のエネルギー戦略の遂行にとり重要な課題である。したがって、前述のように

民族問題をめぐって中央アジア諸国との連携関係の一層の強化が要請されているとすれ

ば、それはエネルギー戦略の面においても根拠をもっていると言えるであろう。

おわりに

1990年代以後、新疆ではウイグル人をめぐる諸事件が発生してきた。その背景には、

現代中国における諸政策がウイグル人の不満を惹起する面をもつこと、在外民族主義組

織の活動が活性化したことなどがある。これに対する中国政府の対策として、ウイグル

人に対する管理と統制が強化される一方、「西部大開発」による経済格差の解消を通して

少数民族の不満の減圧が目指されている。これは、ウイグル人の国家への統合性を高め

る上で、強力な手段による民族主義的傾向の抑圧と、「優遇」による中国国家への求心力

の確保という、対照的な二つの側面からのアプローチが採られたことを示している。ま

た、在外民族主義組織の活動からの影響を遮断する目的から、とくに中央アジア諸国政

府との連携が促進された。これらの施策は、一定の効力を発揮した形跡がある。しかし、

管理強化が不満を蓄積させた可能性があるとともに、開発の推進はウイグル人側の不安

を醸成するファクターを孕んでおり、国家や漢族との軋轢を深化させる懸念もある。そ

ういう意味で、新疆に対する領域統合を今後支障なく維持していけるかどうか、その帰

趨は予断を許さない部分がある。しかし、エネルギー資源基地としての位置づけや中央

アジア諸国との隣接という地政学的条件から、新疆に対する領域統合の堅持という原則

は貫徹されていくであろう。とくに国家のエネルギー戦略に基づき、新疆および中央ア

ジア諸国における資源の開発・移送の進展には、新疆の地域的安定の保証が不可欠であ

る。したがって、近年進められてきた中央アジア諸国との連携は、民族分離主義・「イス

ラム原理主義」への共同対処という点で、その意義が薄れることはないであろう。

＊本稿で参照した諸資料について御助力をたまわった清水勝彦、菅原純、水谷尚子の各氏に感謝の
意を表したい。
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